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第1章  はじめに 

本章では、有田市事前復興計画の概要、計画策定に至った背景・目的、上位計画等

に示されたまちづくりの将来像との整合性等を整理しています。 

 

1.1. 事前復興計画の概要 

「有田市事前復興計画」は、発災後にいち早く復興に取り組めるように発災前から復興

まちづくりに向けた基本的な方針やあらかじめ取り組むべきことを定めるとともに、現在

のまちが有している課題の解決策を検討した計画です。 

 

 

●事前復興の定義 

「事前復興」の考え方は、1995 年 1 月の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、専門家の

間で生まれました。同年 7月に全面改訂された国の防災基本計画に初めて「事前復興」と

いう表現が使用されました。その後、明治大学中林一樹特任教授（当時は首都大学東京教

授）により、以下のように定義されました。 

①被災後に進める復興対策の手順や進め方を事前に講じておく 

②復興における将来目標像を事前に検討し共有しておく 

③被災後の復興事業の困難さを考えると、事前に復興まちづくりを実現し、災害に強い

まちにしておくことこそ、究極の事前復興計画である。 

※和歌山県では「復興計画事前策定の手引き」（平成 30年 2月）を策定し、来る大規模

災害からの復興に備えておくため、想定される被害やまちの特性、課題を把握し、現

在のまちが持っている課題を解消しつつ災害に強いまちを実現できるよう、復興まち

づくりに向けた基本的な方針やあらかじめ取り組むべきことを検討するとしていま

す。 

 

  



 

 

 
2 

1.2. 背景 

1.2.1. 巨大地震への危機感 

平成 26 年に和歌山県が公表した「和歌山県地震被害想定調査報告書」では、3 連動地

震において、有田市は、県内で建物全壊率が 4%と県平均（12%）に比べて低いものの、

南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合、本市において死傷者約 4,260⼈、揺れ

及び津波により全壊する建物が約 5,400棟などの被害が想定されており、大規模災害時の

復興事業はこれまで経験したことがないような大規模かつ複合的なものとなるため、復興

に関する事前の取組が必要となっています。 

 
（出典：和歌山県地震被害想定調査報告書平成 26年 3月） 

図 1.1 3連動地震における震度予測図 
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（出典：和歌山県地震被害想定調査報告書平成 26年 3月） 

図 1.2 3連動地震における建物被害予測結果
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（出典：和歌山県地震被害想定調査報告書平成 26年 3月） 

図 1.3 南海トラフ巨大地震における人的被害予測結果 
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（出典：和歌山県地震被害想定調査報告書平成 26年 3月） 

図 1.4 南海トラフ巨大地震における建物被害予測結果 
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1.2.2. 安全・安心なまちづくりを望む市民の声 

「第 5次有田市長期総合計画」の市民満足度の結果として、重要度が比較的高く、満足

度が低い分野として、「まちの整備」が挙げられており、災害に対する備えという観点では

「危機管理」も重要度の高い分野として挙げられています。この結果から、市民からも災

害に強いまちづくりへの取り組みが求められています。 

 

（出典：第 5次有田市長期総合計画） 

図 1.5 分野ごとの街づくりの満足度・重要度の分布  
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1.2.3. 東日本大震災の経験 

東日本大震災では、大規模な被災により混乱している中で、復興まちづくりの計画を策

定することは、困難を極める作業であったことが報告されています。行政は、災害対応で

多忙な中、復興の方向性を示し、復興まちづくり計画を立案して、住民合意の形成を図る

ことが必要ですが、様々な課題が発生して、速やかな計画策定が困難となることが想定さ

れます。そのため、復興計画を事前に策定することが求められています。 

 

表 1-1 東日本大震災からの市町村における復興まちづくりの特徴（1/2） 

項目 概要 
広範囲の沿岸地域で

の被災に伴う、高台移

転等、新たな都市構

造・土地利用の検討 

・復興まちづくりに際して、津波により沿岸地域の市街地や集

落部の多くが壊滅的に被災したため、今後の災害リスクへの

対応を踏まえ、津波被災地域全域において、住宅の高台移転

とともに、現地復興では、低地の嵩上げ等の新たな都市構造・

土地利用の検討が必要になり、多大な時間と人手を要した。 
人口減少等、被災前の

地域課題に対応した

復興まちづくり 

・南三陸町の震災復興計画では、平成 19 年３月に策定した総
合計画におけるまちの将来像「自然・ひと・なりわいが紡ぐ

安らぎと賑わいのあるまち」への創造的復興を基本理念と

し、単に震災前の状態に回復するだけでなく、成熟社会を取

り巻く諸課題に対応した新たな復興まちづくりを進めるこ

ととした。 
・宮城県山元町では、被災前から抱えていた「人口減少」、「少

子高齢化」、「にぎわいの創出」の課題解決と「復興」を実現

するために、津波被災区域内の分散する集落に災害危険区域

を指定し、新駅周辺に移転して新市街地を形成し、２核の都

市構造の復興まちづくりを進めている。 
多岐にわたる利害関

係者、時間とともに変

化する住民意向 

・広範囲での被災であったため居住者の住宅再建意向はもと

より、漁業や農業をはじめとする産業従事者の意向把握と合

意形成が必要になった。 
・復興まちづくりに関する住民の意向は、住宅再建に関する経

済的負担、津波災害リスクの懸念、生業の再編への不安、基

盤整備、復興事業の遅れ、広域避難した被災者の帰還意欲の

低下等の理由から、時間の経過とともに変化していた。 
官公署の被災等によ

る基礎データの不足 
・基礎データに関する課題として、「津波により官公署が被災

し、戸籍や住民基本台帳データが水没したこと」、「時間が限

られている中で必要最低限の調査を行い、その後、補足調査、

再調査が行われたこと」、「公共用地等の測量データが更新さ

れていなかったため、現場と異なり、部分的に再度、測量す

ることになったこと」等が挙げられ、被災者の生活再建、復

興の遅れに影響が生じた。 
・津波被災地において、地籍調査を事前に実施していた市町村

では、用地調査期間を大幅に短縮することができたが、地籍

調査が未実施であった市町村では、区画の確定や権利調査に

遅れが生じ、事業計画の策定やその後の事業実施に大幅な支

障が生じた地区があった。 

（出典：復興まちづくりのための事前準備ガイドライン平成 30年 7月） 
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表 1-2 東日本大震災からの市町村における復興まちづくりの特徴（2/2） 

項目 概要

平坦地が少ない

地域での仮設住

宅用地の確保

と、応急借上げ

住宅による被災

者の分散 

・仮設住宅用地の選定は、公園等の公共用地が被災した上に、地形的

に利用可能な平坦地が少ない市町村が多かったことから、時間を要

した。その結果、被災住民が一時避難先に長期間、留まらざるを得

ない状況を生んだ。 
・ 本設の復興市街地として望ましい用地が仮設住宅用地等として利
用されたため本格復興の用地選定に時間を要した地区が見られた。 
・ 仮住まいを迅速に提供するために、応急借上げ住宅が大量に供給
されたが、被災者が分散し、被災元の市町村からの情報提供も容易

でなく、コミュニティの崩壊の一因となった。 
復興に対応でき

る技術職の不

足、大学等との

連携、地方公共

団体職員による

復興支援 

・人口規模の小さい市町村が被災したことから復興まちづくりを担

う技術職の職員が少なく、復興まちづくりは、阪神・淡路大震災等

の復興まちづくりを経験した職員等の支援、県による説明会・勉強

会の開催、復興手順の各段階での協議調整を行いながら進められ

た。 
・ 多くの市町村では、有識者や大学と連携して、復興計画の策定が
進められた。有識者の中には、復興計画の策定委員として、市町村

の中長期的な復興計画の検討を支援し、加えて住民との合意形成の

ファシリテーター役を担った事例もある。 
各市町村での復

興体制・復興計

画の策定体制の

整備 

・各市町村に震災復興本部が設置された。震災復興本部の事務局とし

て復興まちづくりの総括・調整を行う新たな部署や組織を立ち上

げ、企画、都市計画、財政部署の職員を配置し、計画策定から事業

実施まで復興まちづくりが進められた。 
・復興計画・市街地復興計画の策定にあたっては、震災復興本部の下

部組織として、庁内関係各課で構成された検討委員会が立ち上げら

れた。 
・計画策定にあたっては、有識者を含めた策定委員会を立ち上げて検

討しているが、石巻市と東北大学、南三陸町と宮城大学等、大学と

連携して多様に検討している事例もある。 
・専門家や大学等の支援により住民による復興計画・市街地復興計画

の検討等の取組が行われた。 
段階的に進む国

の支援と、復興

手順の作成 

・平成 23 年 6 月に国土交通省による被災市街地の復興に向けた復
興計画策定支援のための、コンサルタントを市町村ごとに割り振っ

て、被災現況調査や復興パターン、復興手法の検討に着手した。 
・同年７月に東日本大震災復興対策本部（国）から「東日本大震災か

らの基本方針」が示され、同年 12 月に東日本大震災復興特別区域
法が成立し、翌年１月東日本大震災復興交付金要綱が制定され、同

２月に復興庁が設置された。 
・国による支援の枠組みが段階的に進む中で、市町村は事業制度が立

ち上がる年度を視野に入れて、被災後の初期段階に復興計画策定か

ら事業計画策定の工程を検討し、限られた人員で可能な合意形成手

法やスケジュールを定め、計画、事業計画の策定に取り組んだ。 
・人口規模の小さい市町村では復興まちづくりに関する業務発注の

経験が少なく、宮城県では被災市町担当者を対象とした、発注方式

に関する勉強会を開催し、調査・設計業務、工事施工の発注・契約

が進められた。 

（出典：復興まちづくりのための事前準備ガイドライン平成 30年 7月） 
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1.3. 目的 

大規模な被害が発生した場合の災害復興は、複雑かつ高度な大規模事業となるため、ま

ちが抱える課題をあらかじめ把握し、現在のまちが有している課題の解消及び行政・事業

者・住民等が連携し、災害復興事業を円滑に推進することを目的に策定します。 

 

1.4. 位置づけ 

「有田市事前復興計画」は、「第 5 次有田市長期総合計画」、「有田市国土強靭化地域計

画」、「第 2次有田市都市計画マスタープラン」、「有田市立地適正化計画」及び「有田市地

域防災計画」等の関連計画と整合を図り策定します（図 1.6）。 

「第 5 次有田市長期総合計画」では、危機管理体制の整備が施策として位置付けられ、

被災後の迅速な復興に向けた計画策定に取り組むこととしています。「有田市国土強靭化

地域計画」では、迅速な復旧復興の推進が基本目標の 1つとされています。「第 2 次有田

市都市計画マスタープラン」では、本市の地域別の「目指すべき都市像」を受けて、区分

された地域ごとに将来目標を設定し、まちづくり計画を策定している。津波による被害が

想定されている地域では津波への対応強化の促進が明記されています。「有田市立地適正

化計画」では、市内に居住誘導区域および居住誘導区域内に都市機能誘導区域を設定して

います。「有田市地域防災計画」では、大規模災害により市域が壊滅し社会に甚大な障害が

生じた場合、関係機関の諸事業を調整しつつ、計画的かつ速やかに復興を進めるために市

が復興計画を策定することが示されており、これら関連計画と整合を図ります。 

本計画は、「南海トラフ巨大地震（L2規模）による津波被害」を想定した、市の津波浸

水想定区域内の基本的な復興の方針であり、実際の被災状況や住民の意向等を踏まえ、「有

田市復興計画（仮称）」を作成するにあたって適宜修正を図るものとする。 

 

図 1.6 計画の位置づけ  
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1.5. 平時の対応 

庁内全体の災害対応能力の向上を目的として、地域防災計画等の平常時からの災害体制

の見直しや発災時をシミュレーションした復興検討訓練等の実施を継続的に実施します。 

 

  

 

図 1.7 庁内復興プロセス検討会の実施（R7.11実施） 

 

1.6. 計画の見直し 

事前復興計画は、時間的制約が多い被災後の復旧・復興期において、迅速かつ的確に復

興まちづくりに取り組めることが重要であるため、法改正や上位計画のほか、今後発生す

る災害復興事例等を反映するとともに、継続的に訓練や研修等を実施し、随時、計画を見

直します。 
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第2章 有田市の現状 

本章では、有田市の地域特性と地震・津波により想定される被害を整理・分析し、

まちが抱える課題を把握しています。 
 

2.1. 土地の形状・気候 

 有田市は、有田川の下流域に位置し、北側に長峰山脈、南側に中山脈が迫る。有田

川両岸には比較的まとまった平野が開けている。都市計画区域約 3,351ha のうち、

山地・台地が約 1,693ha（約 51％）です。また、低地が約 1,282ha、改変地が約

143ha である。傾斜度 8 度以下の面積比率が市域全体に対して約 42％です。 

 有田市の気候は、南海気候区と瀬戸内気候区の中間部に属し、海岸部に接している

ことから太平洋側の気候の影響を受け、比較的温暖です。年平均気温は 16℃程度

で、冬期の平均が 6℃程度と比較的過ごしやすい地域です。降水量は年平均

1,430mm 程度であるが、年によって大きく変化します。 

 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 
 

図 2.1 月別降水量及び平均気温 
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2.2. 交通 

 周辺市町村や県都和歌山市を結ぶ広域幹線道路として、国道 42 号と国道 480 号、

主要地方道有田湯浅線が通り、広域道路網が形成されています。 

 鉄道は、JR 紀勢本線が海南市から国道 42 号に沿って初島地域を通り、有田川北

岸を東西に通って有田川町へと抜けています。有田市には特急停車駅であり駅前広

場が整備されている JR 箕島駅と、普通停車駅である JR 初島駅、JR紀伊宮原駅

の 3 つの駅があります。 
 

 
（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.2 道路・鉄道網現況図 
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2.3. 市の歴史 

 有田地方は、昭和 29年(1954年)9月に１町 3村（箕島町、宮原村、保田村、糸我

村）が合併し、有田町が誕生しました。 

 昭和 31年(1956年) 5月 1日に「有田市」に昇格し、市制を施行しました。 

 昭和 37年(1962)年 8月に初島町と合併して現在の市域となりました。 

 

 
 

図 2.3 有田市の変遷 
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2.4. 人口と産業等 

2.4.1. 人口 

 有田市の人口は、令和 2 年(2020 年)で 26,538 人であり、昭和 55 年(1980 年の

35,683 人以降、減少傾向です。また、2040年には 17,794人になることが予想さ

れています（日本の地域別将来推計人口（平成 30年（2018年）推計））。 

 世帯数は、平成 22 年(2010 年)まで核家族化による増加傾向が続いていましたが、

令和 2年(2020年)には、10,270世帯と減少傾向です。 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.4 人口・世帯数の推移（1980年～2020年） 

 

 経年でみると、65歳以上（老年人口）の割合が増加し、0～14歳（年少人口）及び

15～64歳（生産年齢人口）の割合が減少傾向にあります。 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.5 有田市および有田圏域の年齢別人口割合の推移 
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（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.6 有田市内の人口分布 
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2.4.2. 産業 

 全就業者数は、平成 7 年(1995 年)以降減少傾向であり、平成 27 年(2015 年)には

13,457人です。産業別に動向をみると、第一次産業及び第二次産業の割合は減少傾

向であり、第三次産業の割合は増加傾向が続き、平成 27年(2015年)には第一次産

業が約 14.7％、第二次産業が約 27.6％、第三次産業が約 57.7％です。 

 また、国や県、近隣他市町と比べると、第一次及び第二次産業の比率が比較的高く、

特に第二次産業（建設業）の就業者の比率が高い。 

 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.7 有田市産業別就業人口の推移 
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2.4.2.1  商業 

 平成 28年(2016年)の従業者数は 1,816人、商店数 396店、販売額が 3,378千万円

である。また、商店数は減少傾向だが、従業者数、販売額は平成 26 年(2014 年 か

ら平成 28 年(2016年)で微増しています。 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.8 有田市の商店数、従業者数、販売額の推移 

 

2.4.2.2 製造業 

 令和 2年(20 20年)の従業者数は 2,451人、事業所数が 55か所、製造品出荷額等が

5,158億円である。また、事業所数の推移は減少傾向だが、従業者数や製造品出荷

額等は平成 27年(2015年)以降、増加しています。近隣他市町と比較すると、直近

20 年の事業所数の増減率は海南市よりも小さいが、従業者数の増減率は大きい。 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.9 有田市の事業者数、従業者数、製造品出荷額等の推移 
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2.4.2.3 漁業 

 有田箕島漁業協同組合員数は減少傾向にあり、令和 3 年(2021 年)の 503 人です。

また、漁獲量と漁獲高の直近 10 年間の推移をみると、平成 29年(2017年)以降、

減少傾向であり、令和 2年(2020年)の漁獲量は 2,194ｔです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.10 有田市の漁獲量と漁獲高の推移 

 

2.4.2.4 観光 

 観光客数は概ね横ばいで推移していたが、箕島漁港内に産直施設が開業したことに

より令和 2 年(2020 年)には日帰客が急増し 461,224 人です。一方、新型コロナウ

イルス感染症の影響により宿泊客は 14,517人と半減しています。 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.11 有田市の日帰客・宿泊客数数の推移 
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2.4.3. 生涯学習に係る取り組み 

 「生涯学習」とは，一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、

家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランテ

ィア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習です。 

 有田市では、「第 5次有田市長期総合計画」において、市内 8地区に設置している

公民館を地域住民の生涯学習の場として、地域づくりや人と人とのつながりづくり

の拠点と位置付けられています。 

 有田市社会福祉協議会では、「防災プラットフォーム事業（和歌山県共同募金会助

成事業」を進めており、「防災・災害」を切り口とした場づくりが行われています。 

 

図 2.12 生涯学習の事例（防災を有田のみんなでかんがえる会議） 



 

 

 
20 

2.5. 土地利用と都市構造 

2.5.1. 都市計画区域 

 都市計画については、昭和 28 年(1953)年の有田川の決壊による大災害を契機に、

同年 8月 11日、災害復興を目的として都市計画区域が指定されました。それ以降、

国全体の急激な経済成長に伴って、人口の都市への集中と急激な市街地の拡大が進

行し、昭和 43年(1968年)に都市計画法の全面改正が行われました。有田市でも新

法による都市計画を昭和 44年(1969年) 5月 20日に決定し、現在に至っています。 

 現在の都市計画区域は、宮原地区の一部及び沖ノ島を除く市域の約 3,351haに指定

されています。そのうち、有田川下流域と初島地区の平野部の約 627.1ha の区域

に用途地域を指定しています。 

 

 

図 2.13 都市計画区域および用途地域の指定状況（令和 6年 4月時点） 
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2.5.2. 都市計画道路 

 都市計画道路は、西浜新田線、弓場古江見線、浄妙寺線、弓場港線が整備済みで、

箕島停車場線、八王子港線、望月港線、三谷辰ヶ浜線が概成済み、愛宕川端線、国

道 42 号有田海南道路、深谷線、内川港線が事業中です。 
 

 

（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

図 2.14 都市計画道路整備状況図 
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2.5.3. 緊急輸送道路 

 有田市における緊急輸送道路の指定状況を図 2.15に示します。国道 42号が第 1

次緊急輸送道路に指定されており、国道 480号が第 2次緊急輸送道路に指定され

ています。 

 災害発生時には救助・救急・消火活動及び避難者への物資供給等に必要な人員及び

物資等の緊急輸送が求められます。 

 緊急輸送道路はこの緊急輸送を確実に実施するために必要な道路で、高速道路をは

じめとする幹線道路、並びに、これらの道路と行政機関、港湾・空港、災害医療拠

点などの防災拠点を連絡する道路です。 
 

 

 

（出典：和歌山県緊急輸送道路ネットワーク） 

図 2.15 緊急輸送道路（令和 6年 3月時点） 

  

国道 480号 

国道 42号 

防災拠点凡例 
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2.5.4. 法規制 

 農業地域とは、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農地の振興を図る必

要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第 6条により農業振興地域

として指定されることが相当な地域です。 

 農業振興地域は、今後 10 年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利

用を厳しく制限する農用地区域（農業振興地域内農用地区域内農地（青地地域））

と農地の集団性が低く、青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなってい

る（農業振興地域内農用地区域外農地（白地地域））に区分されます。 

 有田市では、用途地域以外の区域は、集落を除くほとんどが農業振興地域農用地区

域となっており、「有田みかん」の一大生産地となっています。 

 急傾斜地崩壊危険区域とは、以下の[1]および[2]の区域を包括する区域であり、急

傾斜地の崩壊による災害の防災に関する法律第 3条に基づき、都道府県知事が指定

した区域です。 

[1]崩壊する恐れのある急傾斜地（傾斜度が 30度以上の土地）でその崩壊により相

当数の居住者その他の者に被害のおそれのあるもの 

[2][1]に隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないよ

うにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域 

 砂防指定地とは、砂防法第 2条に基づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防の

ために一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定

した土地の区域です。砂防指定地で砂防第 4 条に掲げる行為をしようとする者は、

都道府県知事と事前の協議が成立することをもって許可を受けたものとみなす。 

 土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の

総称）が、土砂災害に関する警戒避難体制の整備等に資することを目的に、調査・

公表した箇所です。 

 土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生した場合に、住民

等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域です。 

 土砂災害特別警戒区域では、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の

構造規制等を行う区域です。 

 保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成

等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定

される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、

立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。 
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（出典：第 2次有田市都市計画マスタープラン令和 5年 12月） 

 

（出典：ありだデジタルマップ） 

図 2.16 有田市内の土地利用規制の状況（上：全体版・下：土砂災害警戒区域および特別

警戒区域(※)を抜粋） 

(※)R3年度末のデータ  
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 自然公園地域とは、優れた自然の風景地で、その保護および利用の増進を図る必要

がある地域であり、自然公園法第 2条第 1項自然公園（国立公園、国定公園及び都

道府県立自然公園）として指定されることが相当な地域です。 

 自然公園地域は、公園計画に基づいて指定される特別地域及び海域公園地区（規制

されている行為に許可が必要）と普通地域（規制されている行為に届出が必要）に

区分されています。 

 有田市では、西有田県立自然公園が該当し、宮崎ノ鼻が第 1種特別地域、矢櫃海岸、

高田海岸、高田南―浮石が第 2種特別地域、沿岸部の一部及び海域が海域公園地区

及び普通地域となっています（図 2.17）。 

 

（出典：有田振興局管内の自然公園（和歌山県HP）） 

図 2.17 西有田県立自然公園（公園計画図）  
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2.6. 地震・津波の被害想定 

 有田市は、紀伊水道を臨む海岸沿いのまちであることから、昭和南海地震を始め、

幾度となく津波による被害を受けてきました。 

 地震による揺れや津波、また火災による人的被害、建物被害はもちろんのこと、ラ

イフライン、公共交通や道路交通等に支障をきたすことから、経済活動にも大きな

被害が生じることが考えられます。

 

2.6.1. 想定される地震 

 甚大な被害をもたらす「南海トラフ巨大地震」においては、最大震度は 7 であり、

市街地においては、地震の揺れによって全壊する家屋の割合(27%)が県内平均(18%)

と比較して有田市では 9ポイント高くなっています。 

 

表 2-1 想定される地震動 

地震名 地震規模 震源断層の位置 

東海・東南海・南海 3 連動地
震 

Mw8.7 駿河トラフ～南海トラフ 

南海トラフ巨大地震 Mw9.1 日向灘（宮崎県）～富士川河口断層帯（静岡県） 
中央構造線による地震 M8.0 中央構造線（淡路島南沖～和歌山・奈良県境付

近） 

 

図 2.18 有田市内の震度分布図（南海トラフ巨大地震） 
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2.6.2. 揺れによる被害 

 平成 26年 3月に和歌山県が公表した地震被害想定（南海トラフ巨大地震）では、

有田市では最大で震度 7の大きな揺れ、最大津波高 10mの津波の襲来が予想され

ています。こうした強い揺れや津波により、本市においては、4,450 棟（うち津波

で 750棟）の建物が全壊し、970棟が焼失する予想となっています。 
 

2.6.3. 津波による被害 

 津波被害については、南海トラフ巨大地震による津波高が最大となっています。内

閣府の想定に比べ、和歌山県津波浸水想定の方が、想定規模が大きくなっています。 

 県津波浸水想定においては、最大津波高 10m、市街地でも 5mの大きな津波の襲来

が想定されています。

 津波高 1mの津波到達時間も地震発生から 33分となっています。 

 

図 2.19 有田市津波ハザードマップ（南海トラフ巨大地震） 
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2.6.3.1 被害を受ける主要な施設 

 市役所については浸水深が 0.3m以上 1m未満の区域に存在します。 

 JR箕島駅周辺において、津波浸水が想定されています。 

 沿岸部の漁港周辺においても浸水がみられ、係留された船舶等の市街地への流入等

甚大な被害が想定されています。 

 国道 42号（第 1次緊急輸送道路）においても浸水が見られ、他地域から来る応援

部隊の進出に支障をきたすことが想定されています。 

 津波浸水区域内には、医療施設、警察署等が立地しています。特に、有田湯浅警察

署有田分庁舎周辺においては、浸水深 3m以上の区域に当該施設が多く集積してお

り、市の都市機能に甚大な被害がもたらされます。 

 

図 2.20 有田市内の浸水想定区域内における主要な施設 
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第3章 地域別の課題分析 

 

 人口・世帯数や地場産業など地区ごとの特性について現状分析を行うとともに、４

つの地区の課題を抽出・分析し、ポイントを整理しました。 

 地域については、津波により甚大な被害が想定されている沿岸部を対象として、第

2次有田市都市計画マスタープランの地域設定の方針（有田市の成り立ち・市民活

動・地形的条件等）（表 3-1）に基づき、図 3.2の 4つの地区区分を設定しました。 

 地区別の課題について、29頁以降に整理しています。 

表 3-1 地区区分の考え方 

地区名 主な小地域 備考 

箕島地域 箕島、新堂、山田原 ・JR箕島駅や庁舎が存在する市の中心市街地 
・国道 42号・480号の浸水が懸念 
・津波浸水による住家・商業地への被害が懸念 

初島・ 
港地域 

初島町里、初島町浜、港

町 
・沿岸部の工場および住宅密集地の初島町港地区 
を中心とする 
・特に港町の低地部に住民が多く居住しており、津

波浸水による被害が懸念 
宮崎地域 宮崎町、古江見 ・箕島港を中心として、低地部に農地が広がり、多数

の漁港を有する農村漁村集落 
・有田川右岸に比べて浸水深が高く、住家・商業地の

甚大な被害が懸念 
・低地部の後背地には高台が存在し、土砂災害によ

る被害が懸念 
保田地域 野、山地、千田、辻堂、

星尾 
・千田漁港の住家への津波浸水による甚大な被害が

懸念 
・津波浸水による住家・商業地への被害が懸念 

 

【津波浸水深と家屋倒壊の関係】 
 東日本大震災においては、浸水深

2m以上の区域においては、全壊とな
る家屋が多くなっていました。 
 津波浸水深が 2m以上となる地域
では多くの家屋が全壊することが想

定されますが、2m未満の区域では、
全壊する家屋が点在する「被災混在

地区」となる可能性があります。広

い範囲で面的な被害を受けた地区と

異なり、防災集団移転促進事業や被

災市街地復興土地区画整理事業など

の都市基盤の抜本的な対策を行う面

的整備は困難となります。 
（出典：東日本大震災による被災現況調

査結果について（第１次報告）） 
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（出典：第 2回有田市事前復興計画策定委員会資料） 
図 3.1 津波浸水深と家屋倒壊の関係 

 

図 3.2 有田市内の地域区分と津波深浸水想定（南海トラフ巨大地震）の関係

8

１．＜参考＞津波浸水深と家屋倒壊の関係（その他）

出典：東日本大震災による被災現況調査結果について（第1次報告）

浸水深2m
以上

浸水深6m
以上 浸水深4m

以上

浸水深3m
以上

 木造は浸水深2m以上が閾値であったが、軽量鉄骨造等は浸水深3m以上、鉄
骨造は浸水深4m以上、鉄筋コンクリート（RC）は浸水深6m以上である。
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地域名：箕島地域 【被害の特徴】 

【課題図】災害リスクと建物の立地 
・地域内では、浸水深 0.3ｍ以上、2.0m未満の津波浸水が想定されて
いる。 
・交通の重要拠点である、箕島駅周辺も浸水が予想され、JR紀勢線の
線路への被害が想定される。 
・国道 42号、480号への浸水が想定されているため、道路利用者への
被害が想定。 
・箕島駅南西部の商業地域・準商業地域においては、建物構造（木造・

鉄骨造・軽量鉄骨造）が混在しており、各家屋の被災状況が異なる

ことが想定される。また、狭隘な道路が多く、地震の揺れによる道

路途絶のリスクが高い。 
・JR紀勢線の北側は、土砂災害警戒区域・特別警戒区域が広く分布し
ており、急傾斜地の崩壊、地すべり等のリスクが大きい。 

 
 
 

 

 

【人口分布図】【現地写真】 

 

 
図：人口分布 

 

  

写真①：土砂災害警戒区域付近 写真②：密集市街地の狭隘道路、家

屋 

 

土砂災害警戒区域が存在。

写真①

密集市街地 
狭隘道路 
写真② 

市役所 

有和中学校 

箕島駅前交番 

被災混在地区 

箕島駅 
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地域名：初島・港地域 【被害の特徴】 

【課題図】災害リスクと建物の立地 
・初島・港地域の沿岸部（工場部）では、広い範囲で浸水深 1.0ｍ以上、

3.0m未満の津波浸水が想定されている。
・住宅密集地の初島町港周辺でも、広い範囲で浸水深 1.0ｍ以上、3.0m
未満の津波浸水が想定されていることに加え、建物構造（木造・鉄

骨造・軽量鉄骨造）が混在しているため、各家屋の被災状況が異な

る（被災混在地区）となることが想定される。 
・初島・港地域南東部の斜面および和歌山医療スポーツ専門学校の後

背斜面等では、土砂災害警戒区域・特別警戒区域が分布しており、

急傾斜地の崩壊、地すべり等のリスクが存在する。 

 
 
 
 

 
 

【人口分布】【現地写真】 

 

 
図：人口分布 

 

   
写真①：港町付近の街並み    写真②：新規整備された導流堤 
 
 
 

被災混在地区 
写真① 

初島駅 

太陽光発電施設 

新規整備の堤防 
写真② 

初島駐在所 
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地域名：宮崎地域 【被害の特徴】 

【課題図】災害リスクと建物の立地 
・宮崎地域の斜面南側の漁港周辺（逢井・矢櫃）では、浸水深 5.0m以
上の津波浸水が想定されている。また、箕島漁港・女ノ浦海岸では、

浸水深 3.0ｍ以上、5.0m未満の津波浸水が想定されている。 
・有田川左岸の住宅地では、広い範囲で浸水深 1.0ｍ以上、5.0m未満
の津波浸水が想定されていることに加え、建物構造（木造・鉄筋コ

ンクリ・軽量鉄骨造）が混在しているため、各家屋の被災状況が異

なる（被災混在地区）となることが想定される。 
・有田みかん海道の南北方向に走る斜面部では、土砂災害警戒区域・

特別警戒区域が分布しており、急傾斜地の崩壊、地すべり等のリス

クが高い。 

 
 
 

 

 

【人口分布】【現地写真】 

 

 
図：人口分布 

  
写真①：箕島漁港周辺の住宅街   写真②：矢櫃漁港 

 

箕島漁港 

逢井漁港 

女ノ浦海岸

矢櫃漁港 

被災混在地区 

土砂災害警戒区域が存在 

浸水深 3m以上の区域
であるため、大半の家

屋が全壊する可能性が

高い。 

被災混在地区 
有田分庁舎 

辰ヶ浜駐在所 
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地域名：保田地域 【被害の特徴】 

【課題図】災害リスクと建物の立地 
・保田地域の千田漁港周辺では、浸水深 5.0m 以上の津波浸水が想定
されている。（市内最大の浸水深 10mが想定）。 
・千田漁港の住家では、急傾斜地の崩壊による人家被害も想定される。 
・有田川左岸の住宅地では、一部の範囲で浸水深 1.0ｍ未満が想定さ
れているが、他地域と比較すると浸水範囲は地域全体には及んでい

ない。 

 
 
 

 

 

【人口分布】【現地写真】 

 

 
図：人口分布 

  
写真①：千田漁港①        写真②：千田漁港② 

 

浸水深 5m以上の区域
であるため、大半の家

屋が全壊する可能性が

高い。写真①・② 

被災混在地区 

土砂災害警戒区域が存在 
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第4章 基本的な方針 

本章では、「命を守るまちづくり」、「暮らしやすさを高めるまちづくり」、「産業を

守るまちづくり」の 3 つの観点及び具体的に考えるべき事項を踏まえ、各地区の復

興の基本方針を示します（表 4-1・表 4-2）。 

また、第 3 章で分析した課題に対して、発災後にいち早く復興に取り組めるよう

に地区別の基本的な方針を示しています（表 4-3～表 4-6）。 

なお、住宅地の復旧にあたっては、長期に至る事業期間が必要となるため、公共施

設の空きスペース等に応急仮設住宅を整備します。 

さらに、発災後は、本計画を活用し、市民や事業者や関係機関との協働による復興

計画を早期に策定するとともに、事業の計画段階、実施段階等において意向把握（住

民説明会の実施、住民意向アンケートの実施等）を行います。今後、復興までの全体

像や取り組みの進め方に関して市民・事業者等や関係機関との情報共有を行います。 
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表 4-1 観点別地区別の復興方針（1/2） 

観点 具体的に考えるべき事項 

地域別の復興方針 

箕島地域 初島・ 

港地域 

宮崎地域 保田地域 

命を守

るまち

づくり 

・居住エリアの配置方針検討 ・現位置復

旧 

・産業との

近接性に

配慮 

・現位置復

旧 

・産業との

近接性に

配慮 

・移転 

（安全性が

高まった

地域では

現位置復

旧も検

討） 

・産業との

近接性に

配慮 

・高台移転 

・産業との

近接性に

配慮 

・公共施設の配置方針検討、

病院・高齢者施設、・児童

福祉施設等）の配置方針検

討 

・原位置復旧 

・基盤整備方針検討 ・沿岸道路

（国道 480

号）の整

備 

・（被災状況

に応じ

て）区画

整理によ

る再編 

・（被災状況

に応じて）

区画整理に

よる再編 

・（被災状況

に応じ

て）区画

整理事業

による再

編 

・県道 171

号（一線

堤）の整

備 

・三谷辰ヶ

浜線（二

線堤）配

置検討 

・嵩上げも

しくは高

台移転の

検討 

・（被災状況

に応じ

て）土地

区画整理

事業によ

る再編 
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表 4-2 観点別地区別の復興方針（2/2） 

観点 具体的に考えるべき事項 

地域別の復興方針 

箕島地域 初島・ 

港地域 

宮崎地域 保田地域 

暮らし

やすさ

を高め

るまち

づくり 

・中心拠点（行政中枢機能、

総合病院、相当程度の商業

機能集積などの都市機能を

提供する拠点）、地域拠点

（行政支所機能、診療所、

食品スーパーなど主として

日常的な生活サービス機能

を提供する拠点）の配置方

針検討 

・土地の高度利用の検討・運

用で解消する 

・原位置復旧 

・拠点間を結ぶ道路網の充実

と公共交通の再編方針検討 

・市の玄関口である箕島地区と各拠点を沿岸部の道路

（国道 42・480号の配置検討）で連絡 

・点在する複数の小規模集

落、既存コミュニティ及び

文化や資源を踏まえた方針

検討 

・既存コミ

ュニティ

に配慮

し、現位

置復旧、 

・既存コミ

ュニティ

に配慮

し、現位

置復旧 

・既存コミ

ュニティ

に配慮

し、現位

置復旧 

・既存コミ

ュニティ

に配慮

し、現位

置復旧、

近接する

高台への

移転もし

くは嵩上

げの検討 

産業を

守るま

ちづく

り 

・商業エリアの配置方針検討 ・市の玄関口である箕島地区と各拠点を沿岸部の道路沿

いの安全な地域で商業施設を復興 

・物流アクセス、観光資源ア

クセス、居住エリア、農

業、水産加工業を踏まえた

配置方針検討 

・生産の効率性等に配慮した復旧（農業、漁業ともに現

位置復旧） 
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表 4-3 箕島地域における課題と対応方針 

箕島地域における課題（第 3章より） 対応方針 

・地域内では、浸水深 0.3ｍ以上、2.0m未満の津

波浸水が想定されている。 

・交通の重要拠点である、箕島駅周辺も浸水が予

想され、JR紀勢線の線路への被害が想定され

る。 

・国道 42号、480号への浸水が想定されている

ため、道路利用者への被害が想定。 

・沿岸部の津波対策 

（既存道路構造物（国道 480号）の嵩上げによ

る堤防整備） 

・箕島駅南西部の商業地域・準商業地域において

は、建物構造（木造・鉄骨造・軽量鉄骨造）

が混在しており、各家屋の被災状況が異なる

ことが想定される。また、狭隘な道路が多

く、地震の揺れによる道路途絶のリスクが高

い。 

・原位置復旧を基本とするが、被災状況に応じ

て区画整理により新たな団地の形成 

・JR紀勢線の北側は、土砂災害警戒区域・特別

警戒区域が広く分布しており、急傾斜地の崩

壊、地すべり等のリスクが大きい。 

・リスクが低い土地への居住誘導について検討 

・土砂災害警戒区域における対策工事の実施 
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表 4-4 初島・港地域における課題と対応方針 

初島・港地域における課題（第 3章より） 対応方針 

・初島・港地域の沿岸部（工場部）では、広い範

囲で浸水深 1.0ｍ以上、3.0m未満の津波浸水が

想定されている。 

・住宅密集地の初島町港周辺でも、広い範囲で浸

水深 1.0ｍ以上、3.0m未満の津波浸水が想定さ

れていることに加え、建物構造（木造・鉄骨

造・軽量鉄骨造）が混在しているため、各家屋

の被災状況が異なる（被災混在地区）となるこ

とが想定される。 

・原位置復旧を基本とするが、被災状況に応じ

て土地区画整理により新たな団地の形成 

・初島・港地域南東部の斜面および和歌山医療ス

ポーツ専門学校の後背斜面等では、土砂災害警

戒区域・特別警戒区域が分布しており、急傾斜

地の崩壊、地すべり等のリスクが存在する。 

・リスクが低い土地への居住誘導について検討 

・土砂災害警戒区域における対策工事の実施 

表 4-5 宮崎地域における課題と対応方針 

宮崎地域における課題（第 3章より） 対応方針 

・宮崎地域の斜面南側の漁港周辺（逢井・矢櫃）

では、浸水深 5.0m以上の津波浸水が想定され

ている。また、箕島漁港・女ノ浦海岸では、浸

水深 3.0ｍ以上、5.0m未満の津波浸水が想定さ

れている。 

・女ノ浦海岸では住家の嵩上げもしくは高台移

転 

・活動拠点の移動が困難なことから、付近の漁

業従事者には付近の津波避難場所等における

周知、訓練等を実施 

・有田川左岸の住宅地では、広い範囲で浸水深

1.0ｍ以上、5.0m未満の津波浸水が想定されて

いることに加え、建物構造（木造・鉄筋コンク

リ・軽量鉄骨造）が混在しているため、各家屋

の被災状況が異なる（被災混在地区）となるこ

とが想定される。 

・沿岸部の津波対策 

既存道路構造物（県道 171号（宮崎古江見

線））の嵩上げによる一線堤としての堤防整

備 

・三谷辰ヶ浜線を二線堤として路線整備 

・被災状況に応じて、土地区画整理により新た

な団地の形成 

・国道 42号線沿いは商業用地が集積しており、

原位置復旧 

・有田みかん海道の南北方向に走る斜面部では、

土砂災害警戒区域・特別警戒区域が分布してお

り、急傾斜地の崩壊、地すべり等のリスクが高

い。 

・リスクが低い土地への居住誘導について検討 

・土砂災害警戒区域における対策工事の実施 
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表 4-6 保田地域における課題と対応方針 

保田地域における課題（第 3章より） 対応方針 

・保田地域の千田漁港周辺では、浸水深 5.0m以

上の津波浸水が想定されている。（市内最大の

浸水深 10mが想定）。 

・嵩上げもしくは高台移転 

・活動拠点の移動が困難なことから付近の漁業

従事者には付近の津波避難場所等における周

知、訓練等を実施 

・有田川左岸の住宅地では、一部の範囲で浸水深

1.0ｍ未満が想定されているが、他地域と比較

すると浸水範囲は地域全体には及んでいない。 

・原位置復旧 

・千田漁港の住家では、急傾斜地の崩壊による人

家被害も想定される。 

・リスクが低い土地への居住誘導について検討 

・土砂災害警戒区域における対策工事の実施 
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4.1. 箕島地域 

基本方針 

 有田川右岸の堤防機能強化および基盤整備による原位置復旧を基本方針とする。 

 

 

JR 箕島駅周辺の既存市街地は、立地適正化計画において人口密度の維持による生活サ

ービス・コミュニティ持続性の確保の観点から、「居住誘導区域」・「都市機能誘導区域」

が設定されている。大正時代から当該地域に行政、業務、商業の機能集積が進んできた経

緯を踏まえると、原位置復旧が望ましい。 

国道 480号は嵩上げ等によって堤防機能強化を図ることが望ましい。 

市街地の生活道路（特に箕島駅南西側）は、ほとんどの道路の線形が複雑かつ幅員 4m

未満であり、公園等のオープンスペースが少なく、将来的な空き地増加が懸念されている。

被災状況を踏まえて、一部の地域では、土地区画整理事業等を行い、新規路線を含めた基

盤機能を強化し、災害に強いまちづくりを目指す。 
 

 

※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 

図 4.1 箕島地域の基本的な方針 
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4.2. 初島・港地域 

基本方針 

 有田川右岸の堤防機能強化および基盤整備による原位置復旧を基本方針とする。 

 

港地域では、広い範囲が「被災混在地区」となる可能性が高く、被災状況を踏まえて一

部の地域では、土地区画整理事業等を行い、新規路線を含めた基盤機能を強化し、災害に

強いまちづくりを目指す。 

 

※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 
 

図 4.2 初島・港地域の基本的な方針 
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4.3. 宮崎地域 

基本方針 

 有田川左岸の堤防機能強化および二線堤等を含めた基盤整備を実施し、宮崎地区の平

野部を中心に被災状況に応じて土地区画整理を実施する。国道 42号沿道は原位置復旧とす

る。箕島・逢井漁港は適切な斜面対策を実施の上で原位置復旧とする。矢櫃漁港は道路等

の基盤整備も併せて実施する。女ノ浦海岸は嵩上げもしくは高台移転および適切な斜面対

策を実施する。 

 

宮崎町の平野部では広く浸水エリアが広がっているため、県道 171 号（宮崎古江見線）

の嵩上げ等による堤防機能強化を図る。浸水深が 5m近い沿岸部エリアは、防潮林や公園

（※1）等の用途とする。三谷辰ヶ浜線を二線堤（※2）として整備する。 

国道 42号沿道は商業用地が集積しており、市街地整備方針では「沿道産業集積エリア」

とされていため原位置復旧とする。 

箕島・逢井漁港は住宅地の浸水戸数は少ないため原位置復旧を想定するが、箕島・逢井

は土砂災害による被災リスクがあるため、適切な斜面対策を実施することとする。矢櫃漁

港は車道でのアクセスが悪いため道路等の基盤整備を実施することとする。 

女ノ浦海岸では浸水深が箕島漁港と比較すると高いため、宅地部分は土地の嵩上げもし

くは高台移転を行う。 

 

(※1)公園は、東日本大震災の事例を参考に「地震津波被害の後世への伝承」や「祈りの

場」として位置づけを想定する。 

(※2)二線堤とは、本来河川堤防背後の堤内地に築造される堤防のことを言う。万一、本

堤が破堤した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被害を最小限にとどめる役割を果たすもので

あるが、大規模災害における「二線堤」とは、海岸部から離れた場所に線状に延びる嵩上

げ道路や高台の公園緑地で整備するものである。（出典：四国地方整備局資料を一部改変） 
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※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 

 

図 4.3 宮崎地域の基本的な方針 

 

 

※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 
 

図 4.4 宮崎地域平野部 概略まちづくり断面図 

  

図 4-4断面 
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4.4. 保田地域 

基本方針 

 有田川左岸の堤防強化による原位置復旧を基本方針とする。千田漁港は、産業拠点で

ある漁港にできるだけ近い高台への移転もしくは嵩上げを基本方針とする。 

 

野地区では、国道 42 号の嵩上げ等による堤防機能強化を図りつつ、住宅地の浸水戸数

は少ないため原位置復旧を想定する。 

高田地区千田漁港では、低層住宅を中心として漁業に係る文化的景観が形成されている

ため、景観の保全を図りつつ、住民の命を守る観点から居住地の高台移転もしくは土地の

嵩上げを行う。高台の土砂災害リスクが高いため、適切な斜面対策等を実施する。

 

※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 
 

図 4.5 保田地域の基本的な方針 

 

図 4-6断面 
W E 
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※注：あくまでも復興イメージの一例であり、必ずしも災害時にこの通りの復興を実施する

ものではない。 
 

図 4.6 保田地域千田漁港 概略まちづくり断面図 
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